
 

            令和８年度より変更手続きが変わりました 
 

 
一般社団法人 不動産協会 
[講習指定団体] 
宅建法定講習センター 

法定講習を受講される方へ 
 
【氏名・住所を含む変更がある場合】（法定講習受付不可） 
 
法定講習申込前に変更登録申請書(様式第 7号)・証明書類原本を愛知県庁または 

公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会へ提出してください。 

変更登録申請書の提出が確認できない場合は、法定講習の受付ができません。 
 

＜注意事項＞ 

・変更登録申請書が受付されたことを確認するため、県庁に提出する時は変更登録申請書 

(様式第 7号)及び証明書類のコピーも用意し、受付印をもらうようにしてください。 
 

・県庁へ提出した「変更登録申請書コピー」及び「証明書類のコピー」を 

必ず添付して宅建法定講習センターへ法定講習会の申込み手続きをお願い致します。 
    

・氏名、住所の変更が完了しないと、「新しい宅地建物取引士証」の発行に影響します。 
    
   氏名変更の場合：宅地建物取引士証の書換(取引士証作り直し)が必要となりますので、 

                   公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会へお問い合わせください。 

 住所変更の場合：宅地建物取引士証に新住所の裏書きが必要な為、取引士証をご持参ください。 

 ・県庁の窓口でこの紙を提示してください。 

 

※宅地建物取引士証をお持ちの方が、住所の変更を郵送で申請する場合は、都市総務課 建設業・

不動産業室 不動産業グループにて、宅地建物取引士証に新住所を裏書きしたうえ返送する必要が

あります。そのため、あて先を記入した返信用封筒（460 円の切手貼付）も同封し、下記の「県庁

窓口のご案内」の住所に簡易書留郵便で申請してください。 

 

【その他(本籍・勤務先・電話番号等)の変更がある場合】（法定講習受付可） 
 

  速やかに変更登録申請書(様式第 7号)を愛知県庁に提出してください。 

   申請書のコピー及びこの紙の提示は必要ありません。 

 

○県庁窓口のご案内 

・受付時間 

午前 9 時～11 時 30 分、午後１時～4 時 30 分（土曜・日曜日・祝日・12 月 29 日から 1 月 3 日を除く） 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸 2-3-2 愛知県自治センター 3 階 

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ 

TEL 052-954-6582 



【氏名・住所・勤務先等の変更がある場合の手続き】 
 

  宅地建物取引士証 交付申請書の記載事項と、現在の「氏名」・「住所」の登録事項が 
一致していないと取引士証は交付されません。 

（登録事項に変更が生じた場合、ご自身で遅滞なく変更登録申請を行う必要があります） 
 

変更の申請をしていない場合 

・「氏名」の変更手続きは、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会に提出して下さい。 

・「住所・勤務先等」の変更手続きは、愛知県庁に提出して下さい。 

 

 

＜下記の変更登録申請の手続きをお取り下さい＞ 

  変更手続きには、変更登録申請書１通と以下の添付書類が必要となります。 

     

＊変更登録申請書(様式第 7号)に必要事項を記入して提出して下さい。 

    ＊添付証明書類は、原本を提出して下さい。 

     ＊①・②・③ともに添付証明書類の有効期間は、発行日から 3か月以内です。 

      例：発行日 4 月 1 日の場合、7 月 1 日までに県庁窓口または宅建協会窓口に申請が必要です。 
        郵送の場合は、郵便事情を勘案のうえ、余裕を持ったご提出をお願いいたします。 
 
 

①  住所変更の場合の添付書類（登録の住所から現住所に 至るまでの経緯がすべて分かる書類が必要） 

    ・登録住所から１回転居・・・・住民票 １通 

    ・登録住所から２回以上転居・・住民票 １通と戸籍抄本の附票または改製原附票 １通 

    ＊本籍変更している場合は附票に全ての住所が載らない事があります。本籍地の役所へお問合せ下さい。 

 (前住所がすべて記載された証明書類) 

 

② 氏名または本籍変更の場合（氏名の場合は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会へ提出） 

    ・戸籍抄(謄)本                      1通 

・前本籍が記載ない場合・・戸籍抄(謄)本１通と県庁に登録の本籍から現在に至るまでの 

経緯がすべて分かる証明書類   1通 

(前本籍と転籍日がすべて記載された証明書類） 

   

③ 住居表示の変更の場合・・住居表示変更証明書           1通 

    本籍表示の変更の場合・・本籍表示変更証明書            1通 

        

④ 勤務先変更・社名変更の場合   添付書類不要 

   

⑤ 電話番号変更の場合       添付書類不要 

 

 

 


